
5-3観 光 レク リエ ー シ ョン の観 点 か ら森 林 管理 上 留 意 す べ き資源 ・施 設 の

重 要 度 と管 理 範 囲 に 関 す る調 査

(1)背 景 お よび 目的

5-2項 で見てきた森林 の機能評価 を行った時期 とほぼ同 じ頃にあたる平成8(1996)年

に、林野庁は 「森林資源 に関する基本計画」を改訂 し、観光 レク リエー シ ョンや野外教育、

里山的な 自然環境 の保全な ど、森林 と人 とのっ なが りを踏 まえた森林整備 を、従来 よりも

更に推進 してい く方針 を打 ち出 した(林 野庁企画課1997)。 また、その流れ を受けて、平

成13(2001)年 の第151回 国会 において、林業基本法や森林法が改正 され、上記方針 に関わ

る法的基盤 が整い、新法が示す方向に沿って施策を具体化す る段階に入 ってきた(加 藤20

00)。

つま り、今後我 が国では新 しい 「森林 ・林業基本法」や新 「森林法」のもとで、森林管

理が行われ ることになった。 この新 しい制度 には、森林が持つ多面的機能 を持続的 に発揮

させ るた め、 「水土保全林」、 「森林 と人 との共生林」、 「資源循環利用林」の3区 分 に林地

をゾーニングす る点や、林業が盛んであるか否かにかかわ らず全ての市町村で 「市町村森

林整備計画」 を定める点、計画案の公告縦覧 を通 じた市民参加の もとで地方分権的な森林

管理 を推進す る点などが盛 り込まれ ていることは、既に本論 でも幾度か述べて きた とお り

である。(林 野庁2000)。 そ して、森林の観光 レク リエー ション機能 については、「森林 と

人 との共生林」の主要 な柱 として、各市町村お よび流域スケールで地域主導の計画が策定

され、また計画 の策定段階における公告縦覧 を通 した市民参加の もと、合意形成が図 られ

る体系に変化 してい くこ とになる。

我が国 には、森林施業 を計画的かつ合理的に行 うために、上述の法律 に基づき森林計画

制度が位置づけ られ 、国や地方 自治体はそれに即 した森林管理 を行 っている。 しか しなが

ら、「森林 と人 との共生」とい う新たな森林管理 の趣 旨を汲 んだ行政の進 め方については、

いくつかの文献で指摘 されている とお り(林 野庁2001,嶋 崎2000)、 今後の課題 として解

決 していかなければな らないものが山積 した状態にある。

本章では、適切な観光 レク リエーシ ョン空間を提供するために、今後 どの様 な森林整備

の方 向性 を計画制度 に組 み込めるのか とい うことを、地域 レベル で地理的に明 らかにす る

研 究を行 ってい るが、その一環 として本項では、森林管理 を現場 で担 当す る市町村へのア

ンケー トを行い、各市町村内の観光 レク リエー シ ョン資源 ・施設が森林管理の面か らどの

程度重要か、あるいは管理 をす ることで各観光 レク リエー シ ョン資源 ・施設の観光 レクリ

エー シ ョン機能の向上に役立つ森林 の範囲は、 どの程度 の距離 に及ぶ のかを明 らかにする

ことを試 みた。

第2章 や5-2項 で見てきた とお り、林野庁は、1970年 代 に既 に森林の機能評価 を行 っ

た実績が あ り、その後 もそれ に伴 う通達等 を出 している(林 野庁1977,1991,1997)。 そ

して、その中には観光 レク リエーシ ョンに関わる評価方法が記述 されている。 しか し、こ

れ らの成果では、森林管理に関わる観光 レク リエー ション資源 ・施設の重要度の算定基準

や、観光 レク リエーシ ョンのために森林管理が有効な範囲を決定す る基準が、果た して現

場の森林管理者 の感 覚 と合っているか とい う点について定量的なデー タを示 して言及す る

ことがほ とん どなかった。 しか し、肌理 の細かい現場 スケールの森林計画 を今後推進す る



ためには、一度その点を検証す る必要 があ ると考え られた。本項 で行 った調査 は、その整

合性を確かめることを 目的 としてい る。

(2)対 象 地 の概 要

本報告の対象地は、茨城 県北部に位置す る八溝 多賀森林計画区域 内にある中山間市町村

である。

本論 で既に何回か述べてきた とお り、我 が国の森林計画は、森林計画の理念 を定める基

本計画 のもと、全国 レベル→地域(流 域)レ ベル→市町村 レベル→所有者 レベルの、4段

階のスケール別の計画が存在するが、八溝多賀森林計画 区は、その うち我が国に158箇 所

設定 されている地域(流 域)レ ベルの計画 区の1つ に該 当す る。

図5-7に 示す とお り、茨城 県は3つ の計画区に区分 されている。最北 の八溝多賀森林

計画区は、160,731haと 県面積 の約26%を 占め、区域 内に13の 市町村が存在す る。その う

ちの9市 町村(図5-7の 太線 内の部分)が 、1990(平 成2)年 世界農林業センサスの農

図5-7茨 城県八溝多賀森林計画区内の中山間市町村



業地域類型において中間農業地域 あるいは山間農業地域、つ ま り中山間地域に分類 されて

いる。

対象地域 は、地形的には阿武隈山地の南端部に当たる八溝、久慈、多賀の諸山地か ら構

成 されてお り、その谷あいを久慈川 、大北川、花貫川、十王川お よびそれ らの支流が流れ

ている。 また、森林面積は111,708haで 、森林 率は約69%と 我 が国の平均値 と同程度であ

る。 また人工林率は約71%で 、主 としてスギや ヒノキの木材 生産が行われ、県内の代表的

な林業地帯である。ただ し、山間部 の農山村においては、過疎化 を呈 してお り、過疎地域

振興対策や各種農林施設 の導入 によって、農林業の基盤整備 の推進や地場産業の振興が図

られつつ ある状況 にある(八 溝多賀流域林業活性化センター1993)。

(3)ア ンケ ー トの方 法

今回の調査では、2000(平 成12)年12月 か ら2001(平 成13)年2月 にかけて、該 当す る9

箇所の中山間市町村の役場を各々直接訪 問 して、森林管理担 当者 と対面式 でアンケー トを

行 った。

最初 に、(社)日 本観光協会 による 「全国観 光情報デー タベー ス」((社)日 本観 光協会

1999)に 掲載 された観光 レクリエーシ ョン資源 ・施設 の うち、地理的に把握可能 なものの

一覧(表5-14)を 市町村別に整理 して
、森林管理担 当者 に提示 した。そ して、各資源

・施設が、担当者の立場か らみて、森林管理者 の立場か らどの程度重要かとい う点、つ ま

り 「森林 と人 との共生」 ゾー ンを市町村 レベル で策定す る者の立場か ら見て配慮すべき重

要度(表5-15)を 、4段 階で評価 しても らった。

続 いて、上記 の資源 ・施設の位置をプロッ トした2万5千 分の1の 地図 を森林管理担 当

者に提示 し、実務経験上、森林を整備す ることが有効だ と判断 され る場所 を回答 してもら

った。また同時 に、各資源 ・施設における、眺望的利用の有無を回答 して もらった。

(4)結 果 お よ び 考 察

a観 光 レク リエー シ ョン資源 ・施設 の重 要度

森林管理 面か ら見た観光 レクリエー ション資源 ・施設 の重要度の回答結果 は、表5-1

6に 示 した通 りである。

今回の結果 を概観する と、全体の過半数 を超 える61%(資 源56%、 施設65%)の 観光 レ

クリエーシ ョン資源や施設に最高点 の4点 がっけ られたこ とが特徴的であった。もちろん、

山岳、巨樹 、紅葉 ・樹叢、渓谷、ハイキングコー ス、キャンプ場な ど森林 の直接利用が想

定されるものは全て4点 と高得点を得ている一方、仏像 ・御神体、アイススケー ト場な ど

の屋内型 のものは点数 が低い とい う一般的な傾 向が現れている。 また一方で、海岸景観 、

公園、 ゴル フ場 、観光漁業(渓 流)な ど森林の直接利用が必ず しも明確 ではない項 目であ

って も4点 がつ けられ ることが多かった。つま り、森林に囲まれ てい る中山間市町村 では、

森林の間接的利用が主体である資源 ・施設であって も、それ らのために森林管理 を行 う重

要性 が高いと認識 されている傾向が見 られた。今回得 られた結果 は、先に述べ た林野庁の

基準(林 野庁1977)よ りも高得点を得 る傾 向にあるため、中山間地域にお ける観光 レク リ

エーシ ョンのための森林管理 は、地域 内に広がるあ らゆる資源 ・施設 の分布 を考慮 して、



表5-14全 国観光情報 データベースに基づく対象地域 内の観光 レクリエー

ション資源 ・施設数 と対象地域 の数

□ は、データベースに項 目が挙がっていても、対象地域内に存在 しないもの、あるいは地理
的に把握困難なもので解析対象から除外した項目である

*1)同 一のものがダブルカウントされていたため除外 した

*2)解 析にあたっては、渓谷(6箇 所)と 滝(1箇 所)に 分類 し直 した

*3)解 析にあたっては、巨樹など(9箇 所)と 紅葉 ・樹叢(4箇 所)に 分類し直 した

*4)1つ の資源とされているが、複数地に離散的にあるため分けてカウン トしたものを含む

*5)「 その他の名所」からの編入分を含む

*6)解 析にあたっては、神社 ・仏閣(9箇 所)、 墓所等(3箇 所)、 湧水群(1箇 所)、 美術館(1

箇所)、 生家(3箇 所)、 石碑など(1箇 所)、 仏像 ・御神体(2箇 所)へ と分類 し直した

*7)自 然休養林 ・自然休養村を除外した

*8)地 域内にほぼ満遍なく分散しているものを除外した

適切 に管理 してい くことが今まで以上に求め られ ると考 えられ た。

また、資源 ・施設 の種類 ごとに評価 され た得点 がま とまる項 目と、神社 ・仏閣、墓所等 、

センター施設、 シ ョッピング店などのよ うに評点にば らつ きが見 られ る項 目があった。 ば



表5-15重 要 度 に関する点数 の 基 準

表5-16市 町村森林計 画担 当者が考え る保健 休養資源 ・施設 の重 要度



らつ く項 目は、森林計画の策定段階で、市民参加 による合意形成 な どを踏 まえて、重要度

を吟味す る必要があ ると考えられ る。

b森 林 を整備す るこ とが有効 な距離

実務経験 上か ら、各資源 ・施設に対 して森林整備 が有効な範囲を判断 して もらった結果

を表5-17に 示す。

表5-17に よる と、渓谷やハイキングコー スな どの線的な資源 ・施設や、紅葉 ・樹叢

や ゴル フ場 、公園な どのある程度面的 な広が りを持った資源 ・施設、あるいは山岳や展望

施設な どの眺望的利用が想定 され る資源 ・施設 については、森林管理 が有効な範囲が広 く

なる傾向が見 られた。特 に、森林管理 の有効範囲が5,000mを 超 えると判断 された資源 ・

施設 は全 て眺望管理が重要であると判断 され ていた。

距離別 の割合 を見る と、全体 の過 半数 にあた る57%(資 源65%、 施設51%)が1,000m

以内に、87%(資 源91%、 施設85%)が3,000m以 内に、97%(資 源99%、 施設96%)が5,

000m以 内にお さまっていた。1,000～3,000mと い う範囲は、数百ha規 模 の森林 団地 を1

単位 として評価す る林野庁の既存評価方法にほぼ匹敵する。従って、今回の対象地域では、

林野庁の方法ではほぼ6～9割 の重要な森林 をカバーできる範囲 を対象 としていたこ とが

分かった。

(5)ま とめ お よび 今 後 の課 題

本調査 の結果、観光 レク リエーシ ョン資源 ・施設 に対す る森林管理上の重要度が、事例

的ではあるが定量的に示 された。 また、今回の結果では、そのウエイ トが従来の評価基準

よりも高い得点を得 る傾向が指摘で きた。

また、森林管理上有効な範囲は、資源 ・施設 が点的か線的 ・面的か とい う違 いや、眺望

的管理が あるか否かで異なって くるものの、おおよそ3,000m四 方で9割 近 く、5,000m四

方でほぼ全ての範囲がお さまってい ることが事例的に明 らかにされた。また、眺望管理 は、

既存文献(篠 原1982)か らすれ ば、森林施 業に よる視覚的管理が有効で ある範囲は2,100

～2 ,800m程 度で あるとされているた め、森林管理 にあたっては、各資源 ・施設 を中心に

おお よそ3,000～5,000m四 方 を考慮すれ ば十分であると指摘できる。そのため、例 えば5

km四 方の範囲を含むメ ッシュを考慮 した地理的な範囲設定で、観光 レクリエーシ ョン資源

や施設の地理的評価 を行 うと、おおむね順当な解析が行 える と判 断可能であった。

もちろん、今回の結果は、中山間市町村 を対象 とした一事例調査であ り、よ り普遍的な

結論 を得 るためには、今後 この様な調査 を積 み重ねる必要がある。また、森林管理者 の認

識は、一般 的な人 よりは客観的な判断であると考 えられる ものの、必ず しも完全ではない

ことにも留意す る必要がある。 しか しなが ら、ある流域内の観光 レクリエーシ ョン資源や

施設 のために管理すべき森林の範囲について、一定の定量的な距離指標が示せた ことは事

実である。 そのため、本調査における結果である5km四 方 とい う基準について、次項以降

で流域単位 のマ クロスケールにおける地理的評価を行 う際の基礎的デー タとして用 いるこ

とに した。



表5-17市 町村森林計画担当者が考える森林管理の範 囲(最 大長:m)



5-4森 林 観 光 レク リエ ー シ ョン ポ テ ン シ ャル 地理 的 判 定 法 開発 を 目的 と し

た 旧笠 間 営 林 所 管 内 にお け る予 備 的試 行

本項では、5-3の 結果 を受 けて、観光 レク リエー シ ョンのために森林管理 を行 うこと

が適切な地域 を地理的に判定す る手法 を開発す るための試行研究 を行 うことに した。 そ し

て指標の開発 を試行するに当たっては、第1章 の後半で も説明 したモ ン トリオールプロセ

スの基準指標づ くりで、我が国のケーススタデ ィエ リア となっていた旧笠 間営林署管内(茨

城 ・栃木県)で 行 った。

(1)研 究 の 背 景

1992(平 成4)年 、ブラジル の リオデ ジャネイ ロで開催 された国選環 境会議(UNCED)

において、 「森林原則声明」及び 「アジェ ンダ21」 が採択 され、世界各国が持続 可能 な森

林経営に向 けて努力す ることが合意 され た。そのため 日本は、 ヨー ロッパ を除 く温寒帯林

諸国が参加 しているモ ン トリオール プロセ スの一員 として、「温寒帯林等の保全 と持続可

能 な管理の基準 ・指標 」について検討 を行 った。 そ して、1995(平 成7)年2月 、チ リの

サ ンチャゴで、持続可能な森林管理 に関わる基準 ・指標 の内容 が公表 された。その内容 は、

表5-18に 示 した とお り、生物 多様性 を筆頭に、生態系、土壌 ・水資源、CO2、 社会経

済的便益、法 ・制度 ・経済的枠組み と多岐にわたっている(国 際林業協力研究会1996;家

原1999)。

森林観光 レク リエーシ ョンにかかわる指標 は、基準6で 採 りあげ られてい る。 そ して、

第1章 の後半で述べた とお り、観光 レクリエーシ ョン林の、a.面積、b.施設の数 とタイプ、

c.利 用者数について、国際的に統計を整備することが提案 されている。更 に、その指標 を

もとに、各国が森林 の持続性 を評価検討す ることを求めている(森 林総合研 究所 「持続可

能な森林経営」委員会1997)。

本報告 では、その うち、特に 「b.施 設の数 とタイプ」の項 目に注 目し、観光 レクリエ

ーシ ョンのために森林管理 を行 うことが重要な地域の判定を行 うための手法開発 を試行 し

た。

表5-18温 帯林の保全と持続可能な森林経営の基準 ・指標(モ ントリオールプロセス)



(2)対 象 地 と方 法

a対 象地

対象地は、栃木県(益 子町 ・茂木 町)お よび茨城県(上 記以外)に またが る旧笠 間営林

所管内の15市 町村である(図5-8)。 ここは、森林総合研 究所の共 同研究対象地 と して、

生物多様性、植 生、林業生産 、水資源 、CO2循 環、観 光 レク リエー ションな どの専門家

が、それぞれ指標の開発や評価 に関わる研 究 を行 った地域であ る(持 続可能な森林経営に

おける指標 の測定法の開発 一評価研 究チーム1999)。

b方 法

森林観光 レク リエーシ ョンに関わ る持続性 の評価法を検討す るにあた り、表5-19に

図5-8笠 間地域 及び市 町村界

【3次メッシュ(1kmメ ッシュ)】



表5-19森 林観光レクリエーションの指標 化にあたっての留意 点

表5-20資 源 ・施設の素 点の付 け方

示す幾つかの留意点 が指摘 され ている(森 林総合研究所 「持続可能な森林経営」委員会19

97)。 また、他の指標 と容易 に比較 可能 な評価法をつ くることを求 め られてい る。 そのた

め、今回は森林管理か ら見た観光 レク リエーシ ョン資源や施設のポテ ンシャル を、国土数

値情報の3次 メッシュ(1kmメ ッシュ)単 位 に算出することに した。そ して、そのポテ ン

シャルを もとに、上記の留意点や、5-3に お けるアンケー ト調査の結果 を踏まえた評価

方法の確立 に向けての試行を行った。

手順 としては、まずは じめに、1999(平 成10)年3,月 発行の全国観 光情報データベース

に掲載 され た観光資源 ・施設 の位置 を正確 に特定 した。次に、それ らの資源 ・施設が、森

林 とどの程度 関わ りを持 ってい るのか考慮 して得点化 し(表5-20)、3次 メッシュご

とに合計点 を算 出 した。そ して、その合計点を基礎点 としフィルタ リング処理(図5-9)

を行い、最終評点を算出 し、ポテ ンシャル値 とした.フ ィルタ リング処理 とは、画像処理



メッシ ュAの 得 点(P(A))算 出 の 方 法

①=以 下 の 式 に 示 した とお り、Aの 得 点 に 、周 囲8メ ッシ ュ(B1～B8)の 得 点 の 半 数 を加 え、P'(A)を 求 め る。

P'(A)=A+0.5(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

②:上 記 ① の 行 程 を再 度 繰 り返 す 。その 結 果 以 下 に 示 す ポ テ ンシャル 値 、P(A)が 導 き 出 せ る 。

P(A)=3A+2(B2+B4+B6+B8)+1.5(B1+B3+B5+B7)

+0.75(C3+C7+C11+C15)+0.5(C2+C4+C6+C8+C10+C12+C14+C16)+0.25(C1+C5+C9+C13)

図5-9フ ィルタリング処理によるポテンシャル値の算出方法

等で用い られる平滑化法の一つで、前 田(1976)に よ りその有効性 が確認 され、最近 では森

林の生活環境保全機能 の解析な どに も応用 されている(露 木1998)。 最後に、高ポテ ンシ

ャルの集中地について、その理由を考察 し、持続性 を検討す るための方向性 について明 ら

かに した。

(3)結 果 お よ び 考 察

a笠 間 地 域 の観 光 レク リエ ー シ ョン資 源 ・施 設 の 特性

全 国観 光 情 報 デ ー タベ ー ス か ら抽 出 され た 資源 ・施設 は 、431件 存 在 した。 その うち、

メ ッシ ュ単位 で 位 置特 定 が 不 可能 な も の(無 形 物 や 長 大 な もの)を 除 き、296件 を解 析 の

対 象 と した(表5-21)。

b地 域 ポ テ ン シ ャル の 算 出

上記 の 手順 で解 析 を行 った 結果 を図5-10に 示す 。 今 回 の結 果 で は、A～ABま で の計2

8ケ 所 の評 価 値 の ピー ク(20ポ イ ン ト以 上)を 見 るこ とが出 来 た。 また 、 ポテ ンシ ャル が1

0以 上 の地 域 に注 目す る と、① 笠 間 ・茂 木 地 域(ピ ー クB,D,F,X,AA)、 ② 七会 村 地域(ピ

ー クN) 、③-1笠 間 ・岩 瀬 地域(ピ ー クA,I,J,L,M,P,AB)、 ③-2筑 波 山麓 地 域(ピ ー クC,E,

G,K,0,Q,R,T,U,W,Y,Z)、 ④ 筑 波研 究 学 園都 市 地域(ピ ー クH,S)、 ⑤ つ くば 市谷 田部 地 域

(ピ ー クV)な ど、各 ピー ク が大小 の ク ラス ター に ま とま って い る こ とも明 らか に な った。

c各 々 の ピー ク地 の特 性

次に、各 々の ピー ク地の特性 について考察 し、表5-22に ま とめた。表5-22を 見

ても分かる とお り、 この地域 には① 自然資源が主体的な地域(自 然型)や 、②文化 資源 が

主体的な地域(文 化型)、 ③ 自然 と文化 の折衷 地域(折 衷型)、 ④施 設導入に積極的な地

域(導 入型)、 ⑤都市的施設や 資源 の集 中地(都 市型)、 ⑥その他が見 られた。①～③ の



図5-10笠 間地域森林観光レクリエーション資源 ・施設ポテンシャル
【3次メッシュ(1kmメ ッシュ)】

地域では、自然 ・文化資源 の持続性 を考慮 して環境の質 を高めるた めの森林管理を、④の

地域では過度な施設導入 によ り生物多様性 などの他の持続性 を脅か さない森林 管理 を、⑤

の地域では公園緑地 などと共に都市的アメニテ ィを高めるための森林管理の方 向性 などが

想定 された。

(4)ま とめ

以上、笠間地域 を対象 に、森林に関わる観光 レク リエーシ ョン資源及び施設のポテ ンシ

ャルを算出 し、持続 可能な森林管理 の方向性 を検討す ることができた。今回行 った試行研



表5-21笠 間地域内の観光資源 ・施設数と解析対象地数

究によ り、観光 レク リエーシ ョンのために森林管理 を行 うことが有効 な地域 を、複数の市

町村 にまたがるよ うな広域スケール で、メ ッシュ解析によ り抽出す る手法が可能であると

い う判断が行 えた。そのため、 引き続 き、現場管理へ と繋がる様 に、現実の森林計画区の

単位 で適用研究を行い、具体的な考察 を行 うことが必要 である と考え られた。その点 につ

いては、事項以降で、地勢が異なる2箇 所 の地域 を対象 に検討 を行 ってい くことに した。



表5-22笠 間地域の森林観光レクリエーション資源・施設集中地域(ポイント20以上)の特徴


